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下　水　道　事　業　会　計　予　算



 



令和４年度小金井市下水道事業会計予算 

 

（総則）  

第１条  令和４年度小金井市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴ 処理面積                     １，１３３ヘクタール 

⑵ 年間総処理水量            １９，２１１，１５０立方メートル 

⑶ 一日平均処理水量               ５２，６３４立方メートル 

⑷ 主要な建設改良事業 

 ア 下水道施設建設事業                ２９２，９１０千円 

イ 流域下水道建設負担金                ４９，３９４千円 

ウ 流域下水道改良負担金                ４３，４５２千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入 

第１款 下水道事業収益              ２，１０７，３４７千円 

 第１項 営業収益                １，６３４，８５４千円 

 第２項 営業外収益                 ４７２，４９３千円 

支    出 

第１款 下水道事業費用              ２，０５５，０７０千円 

 第１項 営業費用                １，９８４，６７８千円 

 第２項 営業外費用                  ４０，３９２千円 

 第３項 予備費                    ３０，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額３４３，６３０千円は、当年度分損益勘定留保資金３

４３，６３０千円で補塡するものとする。）。 

収    入 

第１款 資本的収入                  １７４，１３６千円 

 第１項 企業債                   １７３，０００千円 

 第２項 他会計負担金                  １，１３６千円 



支    出 

第１款 資本的支出                  ５１７，７６６千円 

 第１項 建設改良費                 ４２０，６６８千円 

 第２項 固定資産購入費                 １，４０６千円 

 第３項 企業債償還金                 ８５，６９２千円 

 第４項 予備費                    １０，０００千円 

（企業債） 

第５条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

（単位：千円） 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利率 償還の方法 備考 

公共下水道 

事   業 
87,000 

証書借入 

又は 

証券発行 

４．５％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資 金 に つ い

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て 

借入れのと

きから据置期

間を含み、４

０年以内に償

還する。 

ただし、財

政その他の都

合により据置 

借 入 年 度 

令 和 ４ 年 度 

 

ただし、事

業の進捗又は

その他の都合

により、起債

額の全部又は 

流域下水道 

事   業 
86,000 

  は、当該見直

し後の利率） 
期間及び償還

年 限 を 短 縮

し、もしくは

繰 上 償 還 を

し、又は低利

債に借換えす

ることができ

る。 

一部を翌年度

に繰り越して

借り入れるこ

とができる。 

合 計 173,000 

（一時借入金） 

第６条  一時借入金の限度額は、６０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

⑴ 営業費用と営業外費用の間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経



なければならない。 

⑴  職員給与費                     ９５，８３５千円 

 

令和４年２月１７日提出 

 

東京都小金井市長 西 岡 真一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


